
外的事象（自然事象）に対する事業者の取組

令和５年２月２日
関西電力株式会社



主な
自然現象 主な想定事象 主な設備対策 体制・運用

の整備
教育・訓練
の実施

対応する
検査ガイド 対応する検査

地震
施設の揺れ、
周辺構築物等の倒壊・損壊周
辺斜面の崩壊、道路面の滑り

強度設計、
斜面土留め、
重機配備

想定事象・設
備対策に応じ
た体制、手順
を整備

左記に応じた
教育・訓練計
画を策定し、
実施

自然災害防護
火災防護
緊急時対応

重大事故等対応
地震防護
津波防護

日常検査
火災防護検査

重大事故等対応訓練検査
大規模損壊対応訓練検査

津波 津波波力、施設の浸水、
漂着物、漂流物

強度設計、
津波防護設備（防
潮堤）の設置

外部火災 森林火災、
火災による熱影響

防火帯、
消火設備

火山
降灰による荷重、
非常用電源設備への灰の吸い
込み

強度設計、
非常用DGへのフィ
ルタ配備

積雪 積雪による荷重 強度設計

地すべり 周辺斜面の崩壊 斜面土留め、堰堤、
重機配備

竜巻 施設への風荷重、飛来物
強度設計、
防護ネット、
可搬設備の固縛

外的事象（自然事象）と原子力規制の枠組み

設置変更許可・設計及び工事計画認可

原子力規制の枠組み

保安規定
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原子力規制検査

安全性向上評価届出（P3）



外的事象（自然事象）に関する検査指摘事項の例 2

高浜発電所 令和４年度（第２四半期）原子力規制検査報告書（抜粋）



外的事象（自然事象）に関する安全性向上の取組

・関連する学術論文等を収集し、設計・運用に反映すべき新知見がないかの検討を継続的
に実施。運転サイクルごとに提出している安全性向上評価届出書において、検討結果を
公表している。（新知見収集は保安規定に定める要求事項であり、地震防護、津波防護
に関する検査ガイドに定める確認事項でもある）

・また、確率論的リスク評価（ＰＲＡ）、安全裕度評価（ストレステスト）を行い、安全
性向上の取組に活用している。

高浜４号機での自然事象に関する収集結果の例
（2021年11月届出（第3回））

ＰＲＡ、ストレステストの実施内容
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安全性向上に係る自主的な追加措置の実施事例

・収集した新知見やＰＲＡ、ストレステストの結果を安全性向上の取組に活用しており、
安全性向上評価届出書として公表している。

例２：PRA等の活用例（高浜３号機第２回安全性向上評価届出書（2019年6月届出）
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地震、津波に関する知見を運転員、緊急時対応要員への教育・訓練に活用

例１：新知見の活用例（高浜３号機第１回安全性向上評価届出書（2018年1月届出））

竜巻に関する知見を情報収集活動の充実に活用


